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７
月
31
日
現
在
を
基
準
日
と
し

て
、
満
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を
在
宅

で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
方
の
う

ち
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す

る
場
合
は
、介
護
慰
労
金
（
10
万
円
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
支
給
を
受
け
る
に
は
申
請

が
必
要
で
す
。

▼
支
給
要
件

・
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
内

　

に
居
住
し
て
い
る
こ
と

・
基
準
日
よ
り
過
去
１
年
間
、
要
介
護

　

４
ま
た
は
５
と
認
定
さ
れ
て
い
る
方

・
基
準
日
よ
り
過
去
１
年
間
、
介
護

　

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な

　

い
方
（
１
週
間
ま
で
の
シ
ョ
ー
ト

　

ス
テ
イ
の
利
用
を
除
く
）

・
介
護
者
お
よ
び
被
介
護
者
が
市
民

　

税
非
課
税
世
帯
で
あ
る
こ
と

▼
申
請
期
間
＝
８
月
1
日
㈮
〜
29
日

　

㈮
（
土
日
を
除
く
）

　
　
　

伊
奈
庁
舎
介
護
福
祉
課

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
７
１
）

在
宅
介
護
慰
労
金
を 

支
給
し
ま
す

申
問

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
駆
除

に
補
助
し
て
い
ま
す

　

市
で
は
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
を
害

虫
駆
除
業
者
に
依
頼
し
て
駆
除
し
た

場
合
に
限
り
、
駆
除
代
金
の
一
部
を

次
の
と
お
り
補
助
し
て
い
ま
す
。

▼
補
助
額
＝
１
件
当
た
り
駆
除
業
者

　

に
要
し
た
費
用
の
１
／
２
（
上
限

①
申
請
書
（
生
活
環
境
課
で
）

　

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

　

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

②
ハ
チ
の
巣
駆
除
前
と
駆
除
後
の
写
真

③
駆
除
業
者
か
ら
の
領
収
書

④
補
助
金
の
振
込
先
銀
行
等
口
座

　
　
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
不
可
）

⑤
印
鑑
（
認
め
印
可
）

注
１　

市
や
消
防
署
で
は
、
ハ
チ
の

　

巣
駆
除
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

注
２　

補
助
対
象
は
、
ス
ズ
メ
バ
チ

　

の
巣
の
み
で
す
。

　
　
　

谷
和
原
庁
舎
生
活
環
境
課

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
８
１
３
５
〜
８
１
３
８
）

問
申男ひ

と

と
女ひ

と

・
ハ
ー
モ
ニ
ー

功
労
賞

　

茨
城
県
で
は
、
平
成
７
年
度
か
ら

男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
先
駆
的
な

功
績
の
あ
っ
た
方
々
に
対
し
、「
男ひ
と

と

女ひ
と
・
ハ
ー
モ
ニ
ー
功
労
賞
」
を
授
与
・

表
彰
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ
の
功

労
賞
の
「
個
人
」「
団
体
」「
事
業
所
」

の
各
部
門
に
つ
い
て
、
候
補
者
の
推

薦
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

伊
奈
高
校

　
　

１
日
体
験
入
学

　

県
立
伊
奈
高
等
学
校
で
は
、
近
隣

の
中
学
生
や
保
護
者
の
皆
さ
ん
に
学

校
の
様
子
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
、「
１
日
体
験
入
学
」
を
実
施
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

▼
期
日
＝
８
月
２
日
㈯

　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜
正
午

▼
会
場
＝
県
立
伊
奈
高
等
学
校

　
　
　
　
（
福
田
７
１
１
）

▼
内
容
＝
模
擬
授
業
体
験
、
課
外
授

　

業
見
学
、
吹
奏
楽
部
に
よ
る
ミ
ニ

　

コ
ン
サ
ー
ト
な
ど

▼
対
象
者
＝
近
隣
中
学
校
の
３
年
生

　

お
よ
び
保
護
者

※
一
般
の
方
も
来
場
で
き
ま
す
が
、

問
申

　

産
業
財
産
権
に
関
す
る
出
願
・
登

録
の
方
法
や
、
特
許
権
な
ど
に
係
る

法
律
問
題
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
問

に
専
門
家
が
お
答
え
し
ま
す
。

▼
相
談
日
＝
７
月
23
日
㈬
、
８
月
11

日
㈪
、
９
月
10
日
㈬
・
25
日
㈭
、
10

月
９
日
㈭
、
11
月
10
日
㈪
・
26
日
㈬
、

12
月
10
日
㈬
、
平
成
21
年
１
月
13
日

㈫
・
26
日
㈪
、
２
月
10
日
㈫
、
３
月

10
日
㈫

▼
会
場
＝
㈱
つ
く
ば
研
究
支
援
セ
ン

タ
ー
内（
つ
く
ば
市
千
現
２
‐
１
‐
６
）

▼
相
談
料
＝
無
料

▼
申
込
方
法
＝
事
前
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

※　

相
談
は
あ
く
ま
で
も
判
断
材
料

の
一
つ
で
す
の
で
、
出
願
の
可
否
は

ご
自
身
で
判
断
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

㈳
発
明
協
会
茨
城
県
支
部

☎
０
２
９
‐
２
６
４
‐
２
０
７
６

発
明
相
談
会
（
つ
く
ば

会
場
）
ご
案
内

　

１
万
円
）

▼
対
象
者
＝
市
内
に
ス
ズ
メ
バ
チ
が

　

営
巣
し
た
住
居
や
土
地
を
所
有
し

　

て
い
る
個
人
（
事
業
者
は
除
く
）

　

で
、
世
帯
内
に
市
税
な
ど
を
滞
納

　

し
て
い
な
い
方

▼
申
請
方
法
＝
駆
除
後
１
カ
月
以
内

　

に
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。（
郵
送
可
）

　

推
薦
に
あ
た
っ
て
は
、
市
町
村
長

ま
た
は
一
般
県
民
の
方（
団
体
含
む
）

か
ら
の
推
薦
が
必
要
で
す
（
事
業
所

に
つ
い
て
は
自
薦
可
能
）。

▼ 

推
薦
期
限
＝
８
月
18
日
㈪
（
当
日

必
着
）

▼
推
薦
方
法
＝
表
彰
推
薦
書
に
必
要

　

事
項
を
記
入
の
う
え
、
提
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

※
推
薦
書
は
、
伊
奈
庁
舎
秘
書
広
聴

　

課
に
あ
り
ま
す
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

茨
城
県
女
性
青
少
年
課
男
女
共
同

参
画
グ
ル
ー
プ

〒
３
１
０
‐
８
５
５
５

　

水
戸
市
笠
原
町
9
７
８
‐
６

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
２
１
８
９

県
立
盲
学
校
の

　
　
　
　

 

教
育
相
談

　

茨
城
県
立
盲
学
校
で
は
、
視
覚
に

障
が
い
の
あ
る
方
々
に
対
し
て
、
教

育
相
談
や
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

（
秘
密
厳
守
）。

　
　
　

茨
城
県
立
盲
学
校
学
習
支

援
・
相
談
部　

☎
０
２
９
‐
２
２
１
‐
３
３
８
８

Ｆ
Ａ
Ｘ　
０
２
９
‐
２
２
５
‐
４
３
２
８

Ｅ
メ
ー
ル   shien@

ibaraki-sd-.ed.jp

問
申 事

前
の
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　
　
　

県
立
伊
奈
高
等
学
校

☎
58
‐
６
１
７
５

　

市
文
化
協
会
美
術
部
主
催
に
よ
る

「
第
11
回
美
術
部
作
品
展
」
が
行
わ

れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
展
示
期
間
＝
８
月
５
日
㈫
〜
９
月      

　
　
　
　
　
　

７
日
㈰

※
期
間
中
、
展
示
作
品
が
入
れ
替
わ

　

り
ま
す
の
で
、
詳
し
い
日
程
は
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
会
場
＝
き
ら
く
や
ま
ふ
れ
あ
い
の
丘

　

す
こ
や
か
福
祉
館

　
　

萱か
や 

嶋し
ま　

☎
58
‐
０
３
７
３

市
文
化
協
会

　
　

美
術
部
作
品
展

問

問

　
　

犬
・
猫
里
親
の
会

　

里
親
の
会
は
、
犬
や
猫
が
ほ
し
い

方
と
、
事
情
に
よ
り
犬
や
猫
を
飼
え

な
く
な
っ
た
方
の
仲
介
を
し
ま
す
。 

　

里
親
の
会
に
参
加
す
る
方
は
、
必

ず
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
は
最
後
ま
で
責
任
を
持
っ
て

　

飼
育
し
ま
し
ょ
う
。
ご
み
集
積
所

　

な
ど
へ
捨
て
る
こ
と
は
絶
対
に
し

　

な
い
で
く
だ
さ
い
。

▼
８
月
３
日
㈰
、
９
月
７
日
㈰

　

午
後
１
時
〜
３
時　

※
雨
天
中
止

▼
伊
奈
庁
舎
駐
車
場
（
常
陽
銀
行
Ａ

　

Ｔ
Ｍ
付
近
）

　

  

占う
ら
べ部　

☎
58
‐
７
１
６
８

第
27
回
、
第
28
回


